
内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

総
理
府
、
大

蔵

省
、
文

部

省
、

厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年

令
第
一
号
）
第
三
条

運
輸
省
、
郵

政

省
、
労

働

省
、

建
設
省

の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大

内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
四
月
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

環
境
大
臣

西
村

明
宏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

一

次
に
掲
げ
る
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業

一

次
に
掲
げ
る
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業

イ

［
略
］

イ

[

同
上]

ロ

航
空
機
（
無
人
航
空
機
（
人
が
乗
る
こ
と
の
で
き
な
い
航
空
機
で

ロ

航
空
機

あ
っ
て
、
大
き
さ
又
は
重
量
を
問
わ
ず
、
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦

に
よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）

ハ
～
ホ

［
略
］

ハ
～
ホ

[

同
上]

二
～
七

［
略
］

二
～
七

[

同
上]

八

金
属
鉱
物
（
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の

八

金
属
鉱
物
（
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の

業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成

業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金

十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金

属
鉱
物
の
う
ち
、
同
項
第
四
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
か
ら

属
鉱
物
の
う
ち
、
同
項
第
四
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
か
ら

第
二
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

第
二
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
規
定
す

も
の
に
限
る
。
）
又
は
金
属
鉱
産
物
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
業
種

を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
業
種

イ

細
分
類
〇
五
一
九
―
そ
の
他
の
金
属
鉱
業

イ

細
分
類
〇
五
一
九
―
そ
の
他
の
金
属
鉱
業
、
細
分
類
二
三
一
九
―

そ
の
他
の
非
鉄
金
属
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
及
び
細
分
類
二
三
二
九

―
そ
の
他
の
非
鉄
金
属
第
二
次
製
錬
・
精
製
業
（
非
鉄
金
属
合
金
製

造
業
を
含
む
）

ロ
～
ホ

［
略
］

ロ
～
ホ

[

同
上]

九

［
略
］

九
[

同
上]

十

次
に
掲
げ
る
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

武
器
、
電
動
機
、
発
電
機
又
は
医
療
用
機
械
器
具
に
用
い
る
永
久

磁
石
の
製
造
に
使
用
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
素
材

ロ

半
導
体
素
子
又
は
集
積
回
路
の
製
造
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
半



導
体
部
素
材
（
半
導
体
の
原
料
を
加
工
し
た
物
で
あ
り
、
半
導
体
の

製
造
工
程
に
お
い
て
そ
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
質
を
い
う
。

）
ハ

車
載
用
（
駆
動
用
動
力
源
と
し
て
の
用
途
に
限
る
。
）
又
は
定
置

用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
の
製
造
に
使
用
す

る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
部
分
品
、
素
材
又
は
装
置

十
一

船
舶
の
部
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
物
の
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
（
二
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
連
続
最

大
出
力
が
七
百
三
十
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び

そ
の
部
分
品
（
ク
ラ
ン
ク
シ
ャ
フ
ト
に
限
る
。
）

ロ

航
行
の
安
全
の
確
保
の
用
に
供
さ
れ
る
航
海
用
具
（
音
響
測
深
機

に
限
る
。
）

ハ

主
た
る
推
進
力
を
生
み
出
す
プ
ロ
ペ
ラ
（
直
径
が
千
六
百
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二

［
略
］

十

[

同
上]

十
三

［
略
］

十
一

[

同
上]

十
四

細
分
類
一
六
二
三
―
圧
縮
ガ
ス
・
液
化
ガ
ス
製
造
業
（
半
導
体
製

［
号
を
加
え
る
。
］

造
用
の
ヘ
リ
ウ
ム
又
は
希
ガ
ス
の
製
造
業
に
限
る
。
）

十
五

細
分
類
一
六
二
九
―
そ
の
他
の
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
（
半

［
号
を
加
え
る
。
］

導
体
製
造
用
の
り
ん
化
合
物
又
は
ふ
っ
化
水
素
酸
の
製
造
業
に
限
る
。

）
十
六

［
略
］

十
二

[

同
上]

十
七

細
分
類
二
二
九
九
―
他
に
分
類
さ
れ
な
い
鉄
鋼
業
（
金
属
の
積
層

［
号
を
加
え
る
。
］

造
形
用
の
装
置
に
用
い
る
材
料
と
し
て
特
に
設
計
し
た
粉
末
状
の
金
属

及
び
金
属
合
金
の
製
造
業
に
限
る
。
）

十
八

細
分
類
二
三
九
九
―
他
に
分
類
さ
れ
な
い
非
鉄
金
属
製
造
業
（
金

［
号
を
加
え
る
。
］

属
の
積
層
造
形
用
の
装
置
に
用
い
る
材
料
と
し
て
特
に
設
計
し
た
粉
末

状
の
金
属
及
び
金
属
合
金
の
製
造
業
に
限
る
。
）



十
九

細
分
類
二
五
三
一
―
動
力
伝
導
装
置
製
造
業
（
玉
軸
受
、
こ
ろ
軸

［
号
を
加
え
る
。
］

受
を
除
く
）
（
数
値
制
御
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
金
属
工
作
機
械
又
は

主
と
し
て
工
業
製
品
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
る
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
（
以

下
「
Ｎ
Ｃ
金
属
工
作
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
又
は
補
修
の
用
に

供
さ
れ
る
減
速
機
の
製
造
業
に
限
る
。
）

二
十

細
分
類
二
六
六
一
―
金
属
工
作
機
械
製
造
業
（
数
値
制
御
を
行
う

［
号
を
加
え
る
。
］

こ
と
が
で
き
る
金
属
工
作
機
械
の
製
造
業
に
限
る
。
）

二
十
一

細
分
類
二
六
七
一
―
半
導
体
製
造
装
置
製
造
業

［
号
を
加
え
る
。
］

二
十
二

細
分
類
二
六
九
四
―
ロ
ボ
ッ
ト
製
造
業
（
主
と
し
て
工
業
製
品

［
号
を
加
え
る
。
］

の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
る
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
製
造
業
に
限
る
。
）

二
十
三

細
分
類
二
六
九
九
―
他
に
分
類
さ
れ
な
い
生
産
用
機
械
・
同
部

［
号
を
加
え
る
。
］

分
品
製
造
業
（
金
属
の
積
層
造
形
用
の
装
置
の
製
造
業
に
限
る
。
）

二
十
四

細
分
類
二
八
一
三
―
半
導
体
素
子
製
造
業
（
光
電
変
換
素
子
を

［
号
を
加
え
る
。
］

除
く
）

二
十
五

［
略
］

十
三

[

同
上]

二
十
六

［
略
］

十
四

[

同
上]

二
十
七

［
略
］

十
五

[

同
上]

二
十
八

細
分
類
二
八
四
一
―
電
子
回
路
基
板
製
造
業

［
号
を
加
え
る
。
］

二
十
九

［
略
］

十
六

[

同
上]

三
十

細
分
類
二
九
一
一
―
発
電
機
・
電
動
機
・
そ
の
他
の
回
転
電
気
機

［
号
を
加
え
る
。
］

械
製
造
業
（
Ｎ
Ｃ
金
属
工
作
機
械
等
の
製
造
又
は
補
修
の
用
に
供
さ
れ

る
サ
ー
ボ
機
構
の
製
造
業
に
限
る
。
）

三
十
一

細
分
類
二
九
一
四
―
配
電
盤
・
電
力
制
御
装
置
製
造
業
（
Ｎ
Ｃ

［
号
を
加
え
る
。
］

金
属
工
作
機
械
等
の
製
造
又
は
補
修
の
用
に
供
さ
れ
る
数
値
制
御
装
置

又
は
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
製
造
業
に
限
る
。

）
三
十
二

細
分
類
二
九
五
一
―
蓄
電
池
製
造
業
（
車
載
用
（
駆
動
用
動
力

［
号
を
加
え
る
。
］

源
と
し
て
の
用
途
に
限
る
。
）
又
は
定
置
用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
リ
チ



ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
の
製
造
業
に
限
る
。
）

三
十
三

細
分
類
二
九
九
九
―
そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業
（
武
器

［
号
を
加
え
る
。
］

、
電
動
機
、
発
電
機
又
は
医
療
用
機
械
器
具
に
用
い
る
永
久
磁
石
の
製

造
業
に
限
る
。
）

三
十
四

［
略
］

十
七

[

同
上]

三
十
五

［
略
］

十
八

[

同
上]

三
十
六

［
略
］

十
九

[

同
上]

三
十
七

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭

二
十

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
（
た
だ
し
、
電
気
通
信
事
業

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
登
録
を
受
け
る
べ
き
電
気

法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
登
録
を
受
け
る
べ

通
信
事
業
に
限
る
。
）

き
電
気
通
信
事
業
に
限
る
。
）

イ
～
チ

［
略
］

イ
～
チ

[

同
上]

三
十
八

［
略
］

二
十
一

[

同
上]

三
十
九

第
十
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
六
号
、
第
三
十
四
号
か
ら
第
三

二
十
二

第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で

十
七
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
及
び
第
四
十
七
号

及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
事
業

に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必

に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
特

要
な
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
細
分
類

に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
細
分
類
三
九
一
一
―
受
託
開
発
ソ
フ

三
九
一
一
―
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
二
―
組
込

ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
二
―
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分

み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
三
―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ

類
三
九
一
三
―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
若
し
く
は
細
分
類
四
〇

ア
業
若
し
く
は
細
分
類
四
〇
一
三
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト

一
三
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
の
た

業
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
の
た
め
に
専
ら
用
い
る
た
め
の
情
報
処
理
サ
ー

め
に
専
ら
用
い
る
た
め
の
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ビ
ス
若
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
細
分
類
三
九
二
一
―
情
報

る
細
分
類
三
九
二
一
―
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
若
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ

処
理
サ
ー
ビ
ス
業
若
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業

ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業

四
十

［
略
］

二
十
三

[

同
上]

四
十
一

Ｎ
Ｃ
金
属
工
作
機
械
等
を
使
用
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
プ

［
号
を
加
え
る
。
］

ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
細
分
類
三
九
一
一
―
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及

び
細
分
類
三
九
一
三
―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

四
十
二

小
分
類
四
二
一
―
鉄
道
業
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機

二
十
四

小
分
類
四
二
一
―
鉄
道
業
（
た
だ
し
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び



事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の

存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民

確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
七

の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

号
に
規
定
す
る
指
定
公
共
機
関
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鉄
道
事
業
者
に
限

二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
指
定
公
共
機
関
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鉄
道
事

る
。
）

業
者
に
限
る
。
）

四
十
三

細
分
類
四
七
一
一
―
倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
）
（
石
油

二
十
五

細
分
類
四
七
一
一
―
倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
）
（
た
だ

備
蓄
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

し
、
石
油
備
蓄
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
四

細
分
類
四
七
二
一
―
冷
蔵
倉
庫
業
（
石
油
備
蓄
業
に
係
る
も
の

二
十
六

細
分
類
四
七
二
一
―
冷
蔵
倉
庫
業
（
た
だ
し
、
石
油
備
蓄
業
に

に
限
る
。
）

係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
五

細
分
類
五
三
三
一
―
石
油
卸
売
業
（
天
然
ガ
ス
の
卸
売
業
に
限

［
号
を
加
え
る
。
］

る
。
）

四
十
六

細
分
類
五
五
九
二
―
肥
料
・
飼
料
卸
売
業
で
あ
っ
て
イ
又
は
ロ

［
号
を
加
え
る
。
］

に
掲
げ
る
肥
料
の
輸
入
業
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
の
年
間
輸
入
量
が

千
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

イ

塩
化
カ
リ
ウ
ム
（
純
粋
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
し

、
肥
料
の
用
途
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

オ
ル
ト
り
ん
酸
水
素
二
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
り
ん
酸
二
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
）
及
び
オ
ル
ト
り
ん
酸
二
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
り
ん
酸
一
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
）
（
純
粋
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
並
び
に
こ

れ
ら
の
混
合
物
（
肥
料
の
用
途
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
七

［
略
］

二
十
七

[

同
上]

［
備
考

略
］

［
備
考

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大

臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十

日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
行
う
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
（
以
下
「
対
内
直
接
投
資
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
が
行
う
対
内
直
接
投
資
等
に
相
当
す
る
も
の
（
以
下
「
対
内
直
接
投
資
等
に
相

当
す
る
も
の
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
対
内
直
接
投
資
等
又
は
対
内
直
接

投
資
等
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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